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１章 計画策定の基本方針 

 

１．計画策定の背景 

 平成７年に発生した兵庫県南部地震（阪神・淡路大震災）では、約26万棟の家

屋が全半壊し、6,400余名の貴重な命が失われました。このうち、地震による直接

的な死者数は約5,500人に上り、その約9割にあたる約4,800人は建築物の倒壊等に

よるものと言われています。このときに大きな被害を受けた建築物の多くは、昭

和56年5月31日以前に着工された、いわゆる新耐震基準※1に適合していない建築

物でした。 

この震災を契機に、建築物の地震に対する安全性の向上を図り、大規模地震か

ら国民の生命と財産を守ることを目的として、平成7年12月に「建築物の耐震改修

の促進に関する法律」（以下「耐震改修促進法」という。）が施行されました。 

その後も、我が国では新潟県中越地震（平成16年10月）、福岡県西方沖地震（平

成17年3月）、能登半島地震（平成19年3月・令和6年1月）、岩手・宮城内陸地震

（平成20年6月）など、大規模な地震が頻発しています。島根県・山陰地域におい

ても、鳥取県西部地震（平成12年10月、最大震度6強）、広島県芸予地震（平成13

年3月、最大震度6弱）、島根県西部地震（平成30年4月9日、マグニチュード6.1、

最大震度5強）、島根県東部を震源とする地震（令和8年1月6日、マグニチュード

6.4、最大震度5強）が発生しており、同地域も地震の発生リスクが高いことが明

らかとなっています。 

国においては、平成17年9月の中央防災会議※2において、被害軽減対策の中で

も死者数の軽減に最も効果的である「建築物の耐震化」を国家的な緊急課題とし

て位置づけ、大規模地震発生の切迫性が特に高い東海地震※3および東南海・南海

地震※4の被害想定地域に限らず、全国的な規模で緊急かつ強力に実施することと

する「建築物の耐震化緊急対策方針」を決定しました。これを受け、平成17年10

月の特別国会において改正耐震改修促進法が成立し、平成18年1月25日に関係省令

及び国土交通大臣が定める基本方針が公布され、翌26日に施行されました。 

さらに、平成23年3月の「東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）」では、マグ

ニチュード9.0という観測史上最大規模の地震が発生し、津波および余震とあわせ

て東日本一帯に甚大な被害をもたらしました。この災害により、福島第一原子力

発電所事故も発生し、日本における戦後最悪の自然災害となりました。これらの

事態を受け、平成25年11月には耐震改修促進法の改正が行われました。 

また、令和6年1月に発生した能登半島地震（マグニチュード7.6、最大震度7）

においても、多数の死傷者や家屋の倒壊、インフラへの甚大な被害が発生し、改

めて建築物の耐震性確保の重要性が再認識されました。 

このような背景を踏まえ、令和7年7月17日には、「建築物の耐震診断及び耐震

改修の促進を図るための基本的な方針」が改正されました。この方針は、地方公

共団体や建築物所有者等による耐震化の取組みを一層推進するための具体的な方
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向性を示すものであり、全国規模での耐震対策の強化が図られています。 

 

２．計画の目的 

 平成7年に発生した兵庫県南部地震の教訓を受け、同年12月25日に「建築物の耐

震改修の促進に関する法律（以下「耐震改修促進法」という）」が施行され、耐

震基準を満たさない既存建築物の耐震診断※5および耐震改修※6の推進が全国的

に求められるようになりました。 

本市においても、平成18年の同法改正を受けて、平成21年3月に「大田市建築物

耐震改修促進計画」を策定し、住宅および特定建築物の耐震化率を10年以内に少

なくとも9割にするという目標のもと、耐震化施策を計画的に推進してきました。 

その後、平成28年3月に改正された国の基本方針では、住宅の耐震化率※7を令

和2年（平成32年）までに95％とし、令和7年（平成37年）までに「耐震性のない

住宅をほぼ解消する」との新たな目標が示されました。 

また、平成30年4月に発生した島根県西部地震（マグニチュード6.1、震度5強）

では、市内において負傷4名、全壊37棟を含む1150棟が被害を受けています。加え

て、令和6年（2024年）の能登半島地震をはじめとする近年の大規模地震は、住宅

や公共施設等の耐震性確保の重要性を改めて示しています。 

さらに、令和7年7月には「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための

基本的な方針」が改正され、地方公共団体における耐震化の更なる推進が求めら

れています。 

これらの状況を踏まえ、令和8年度からの新たな「大田市建築物耐震改修促進計

画（以下「本計画」という）」においては、本市の耐震化の現状を再評価し、耐

震診断および耐震改修の実施により建築物の耐震性を一層向上させるための目標

を設定するとともに、建築物の所有者、建築関係団体等と連携し、計画的かつ総

合的に耐震化を推進するための基本的な施策の枠組みを定めることを目的としま

す。 

 

３．計画の位置づけ 

 本計画は、「大田市地域防災計画（震災編）（平成29年7月）」の関連計画とし

て、市内の建築物の現状の把握と目標を設定し、現状に応じた耐震診断・耐震改

修に係る施策を計画的に進めることにより建築物の耐震化を推進し、地震災害に

強いまちづくりを目指していきます。 

 また、国の基本方針や島根県の計画との整合を図るとともに、「大田市地域防

災計画」などの、本市の既往の防災に係る計画を踏まえたものとします。 
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図 1-1 計画の位置づけのイメージ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．計画の基本理念 

本市は、世界遺産「石見銀山遺跡とその文化的景観」を有するまちとして、ユ

ネスコの精神に基づき、「一人ひとりの人権が尊重される、心豊かな共生社会」

の実現をまちづくりの基本構想としています。 

本計画においても、この人権尊重の視点を根底に据え、市民のいのちと暮らし

を守る安全なまちを築くことを目指します。そして、すべての人が安心して暮ら

せる持続可能な地域社会の実現に向けて、市民・事業者・行政・本市に関わる全

ての人々が力を合わせて取り組む必要があります。 

そのために、本市では次の3つの基本理念をもとに、耐震化の促進を図ります。 

1．かかわる 

市民・事業者・行政が主体的に関わり合い、災害に強いまちを共につくるこ

とを目指します。地域のつながりを大切にし、情報の共有や協働の仕組みを育

てます。 

 

 

島根県 
建築物耐震改修促進計

 

大田市 
建築物耐震改修促進計画 

島根県 
住生活基本計画 

耐 震 改 修 促 進 法 

国  基本方針 

島根県地域防災計画 
（震災編） 

島根県緊急輸送道路 
ネットワーク計画 

大田市 
地域防災計画 

既 存 建 築 物 の 地 震 防 災 対 策 

建築物の計画的な耐震化の取り組み 
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2．踏み出す 

一人ひとりが災害への備えを自らの課題と捉え、小さな一歩を踏み出すこと

を支援します。耐震診断や改修への取り組みを具体的に促進し、行動を後押し

します。 

 

3．はぐくむ 

安全な暮らしを未来につなぐため、防災意識や地域の防災力を育みます。特

に子どもや若い世代への啓発を通じ、将来にわたって安心して暮らせるまちを

築いていきます。 

 

５．計画の期間 

 計画期間は令和8年度から令和12年度までとします。なお、関連計画の改訂等が

行われたときは、必要に応じて見直すこととします。 

 

６．計画の内容 

本計画は、平成25年の改正耐震改修促進法第6条及び令和7年7月に改正された国

の基本方針に基づき、次に掲げる事項について定めます。なお、耐震化の目標を

設定する建築物は、昭和56年5月以前に着工された新耐震基準に適合しない建築物

で、住宅及び多数の者が利用する等の建築物（耐震改修促進法第14条各号に掲げ

る規模、用途）とします。 

 

一  市内の建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標 

二  市内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策に関する事

項 

三  市内の建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及に

関する事項 

四  建築基準法第10条第3項の規定による勧告又は命令その他建築物の地震に対

する安全性を確保し、又はその向上を図るための措置の実施についての所管

行政庁との連携に関する事項 

五  その他市内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関し必要な事項 
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第２章 建築物の耐震化の現状と目標の設定 

 

１．全国で発生した近年の大規模地震 

近年、全国で発生した大規模地震は、表2-1のとおりです。発生の切迫性が高い

とされる東海地震及び東南海・南海地震の被害想定地域以外の地域においても、

全国各地で大規模地震が頻発しており、大規模地震は、いつどこで発生してもお

かしくない状況であるとの認識が広がっています。 

 

表 2-1 近年の大規模地震 

発 生 年 月 日 名  称 
地震の規模*1 

（ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ） 

死者/不明［負傷者］ 

（人） 

平成７（1995）年１月17日  兵庫県南部地震 7.3 6,434 [43,792]  

平成12（2000）年10月6日  鳥取県西部地震 7.3 0 [   182]  

平成13（2001）年３月24日  広島県芸予地震 6.7 2 [   288]  

平成15（2003）年９月26日  十勝沖地震 8.0 1 [   849]  

平成16（2004）年10月23日  新潟県中越地震 6.8 67 [ 4,805]  

平成17（2005）年３月20日  福岡県西方沖地震 7.0 1 [ 1,087]  

平成19（2007）年３月25日 能登半島地震 6.9 1 [  356]  

平成19（2007）年７月16日 新潟県中越沖地震 6.8 15 [ 2,346]  

平成20（2008）年６月14日 岩手・宮城内陸地震 7.2 17/6 [  426]  

平成23（2011）年３月11日 東北地方太平洋沖地震 9.0*1 19,775/2,550 [6,242]*2 

平成23（2011）年４月 7日 宮城県沖 7.2  4 [  296]  

平成26（2014）年11月22日 長野県北部 6.7 0 [    46]  

平成28（2016）年４月14日 熊本地震 7.3 273 [ 2,809]  

平成28（2016）年10月21日 鳥取県中部地震 6.6 0 [    23] 

平成30（2018）年4月9日 島根県西部地震 6.1 0 [   9] 

平成30（2018）年6月18日 大阪府北部地震 6.1 6 [  462] 

平成30（2018）年9月6日 北海道胆振東部地震 6.7 43 [  782] 

令和6 （2024）年1月1日 能登半島地震 7.6 591/2 [ 1,395] *3 

令和8 （2026）年1月6日 島根県東部を震源とする地震 6.4 0 [   6] *4 

 

*1
 地震の規模（マグニチュード）、ただし平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震はモーメントマグニ

チュード。 
*2

 人的被害及び物的被害については、平成23年3月11日に発生した「平成23年（2011年）東北地方太平洋沖
地震」の余震による被害 及び3月11日以降に発生した余震域外の地震で被害の区別が不可能なものも含む
。 

*3
 令和7年5月13日時点。 

*4
 令和8年2月13日時点。 

出典：気象庁ＨＰ被害地震資料 
兵庫県南部地震の負傷者は、総務省消防庁による 
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２．大規模地震が発生した場合に想定される被害の状況 

 大田市について想定される地震の規模及び被害の状況は、平成30年3月に見直さ

れた「島根県地震・津波被害想定調査」に基づいています。 

 

（1）想定される地震の規模と震度 

◎想定条件 

「島根県地震・津波被害想定調査」により、島根県全域において、10地震（陸域5

地震、海域5地震）について選定しています。 

 

表 2-2 想定地震一覧                     （平成 30 年 3 月） 
 想定地震名 

マグニチュ

ード（Ｍ） 

地震動

の想定 

津波の

想定 
地震のタイプ 想定理由 

陸
域
の
地
震 

宍道断層の地震 7.1 ○ － 内陸の浅い地震を想定 断層 

宍道湖南方の地震 7.3 ○ － 内陸の浅い地震を想定 
微小地震

発生領域 

大田市西南方の地震 7.3 ○ － 内陸の浅い地震を想定 断層 

浜田市沿岸の地震 7.3 ○ － 内陸の浅い地震を想定 歴史地震 

弥栄断層帯の地震 7.6 ○ － 内陸の浅い地震を想定 断層 

海
域
の
地
震 

青森県西方沖合の地震 8.4 － ○ 海域の浅い地震を想定 国の調査 

鳥取県沖合の地震 8.1 ○ ○ 海域の浅い地震を想定 国の調査 

島根半島沖合の地震 7.7 ○ ○ 海域の浅い地震を想定 国の調査 

島根県西方沖合の地震 8.2 〇 ○ 海域の浅い地震を想定 国の調査 

浜田市沖合の地震 7.3 〇 〇 海域の浅い地震を想定 国の調査 

※ ○：想定対象、－：想定対象外     
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図 2-1 ＜地震動の想定を対象とした地震の断層位置＞ 
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（２）想定される被害の概要 (島根県地震・津波被害想定調査による) 

 大田市における地震想定は、大田市西南方断層及び島根県西方沖合断層による

地震想定を主にまとめています。 

① 地震動、液状化 

大田市西南方の地震の震度は７となります。また、液状化については、表

層の地盤状況及び地下水位、揺れの大きさから予測されています。大田市西

南方の地震では、大田市街地を中心に、液状化危険度が極めて高いです。浜

田市、出雲市、美郷町でも極めて高い箇所が見られます。 

② 津波の想定 

地震の発生した場所から島根県沿岸までの海底地形及び沿岸部の地形や構

造物、河川等陸域の状況も考慮し、到達時間及び津波高が算出されています。

大田市においては、島根県西方沖合断層の地震において、最大津波高さが

4.30mともっとも高くなっています。 

 

表2-3 最大津波高さ及び到達時間(大田市)        （平成30年3月） 

想定地震 

津波の 

到達時間 

最大波の 

到達時間 

津波の 

最大高さ 
最大水位 

（分） （分） （ｍ） （T.P.+m） 

青森県西方沖合（F24）断層 144 228 2.10 2.60 

鳥取県沖合（F55）断層 - - - - 

島根半島沖合（F56）断層 17 47 1.49 1.99 

島根県西方沖合（F57）断層 14 40 4.30 4.80 

浜田市沖合断層 9 11 2.67 3.17 
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③ 被害想定調査結果 

表2-4 （大田市西南方断層による地震：冬の夕方（18時）の想定）   （平成30年3月） 

種別 被害項目 被害単位 
被害想定結果 

全県 大田市 

斜面・ため池 

危険性の高い急傾斜地 

危険度ランクA (箇所) 96 92 

危険度ランクB (箇所) 109 80 

危険度ランクC (箇所) 2,379 42 

危険性の高い地すべり地 

危険度ランクA (箇所) 73 48 

危険度ランクB (箇所) 74 4 

危険度ランクC (箇所) 474 － 

危険性の高いため池 

危険度ランクA (箇所) － － 

危険度ランクB (箇所) 1 1 

危険度ランクC (箇所) 193 6 

建物被害 

揺れによる建物被害 
全壊数 (棟) 251 247 

半壊数 (棟) 2,579 2,497 

液状化による建物被害 
全壊数 (棟) 212 41 

半壊数 (棟) 570 85 

急傾斜地崩壊による 

建物被害 

全壊数 (棟) 128 124 

半壊数 (棟) 299 290 

津波による建物被害 
全壊数 (棟) 

想定なし 
半壊数 (棟) 

被害合計 
全壊数 (棟) 591 412 

半壊数 (棟) 3,448 2,872 

地震火災 

出火件数 

全出火数 (件) 3 3 

炎上出火数 (件) 3 3 

延焼出火数 (件) － － 

焼失棟数 

6時間後 (棟) 13 13 

12時間後 (棟) 13 13 

18時間後 (棟) 13 13 

24時間後 (棟) 13 13 

人的被害 

建物倒壊による死傷者 
死者数 (人) 3 3 

負傷者数 (人) 103 99 

急傾斜地崩壊による 
死傷者 

死者数 (人) 5 5 

負傷者数 (人) 97 94 

屋内収容物転倒による 

死傷者 

死者数 (人) 0 0 

負傷者数 (人) 4 3 

ブロック塀転倒による 

死傷者 

死者数 (人) 0 0 

負傷者数 (人) 6 6 

津波による死者 死者数 (人) 想定なし 

火災による死傷者 
死者数 (人) 1 1 

負傷者数 (人) 2 2 

人的被害合計 
死者数 (人) 9 9 

負傷者数 (人) 212 204 
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種別 被害項目 被害単位 
被害想定結果 

全県 大田市 

ライフ 

ライン 

上水道 

被害箇所数 (箇所) 66 52 

断水世帯数(1日後) (件) 4,905 4,392 

断水世帯率(1日後) (％) 2 32 

下水道 
被害延長 (km) 8 1 

影響人口 (人) 1,141 119 

通信 
被害本数 (本) 14 10 

不通回線 (件) 185 125 

電力 
被害本数 (本) 58 56 

停電件数 (件) 922 888 

エルピーガス 被害件数 (件) 103 101 

交通 

橋梁 

落橋・大被害 (箇所) － － 

大規模損傷 (箇所) 1 ※ 

中規模損傷 (箇所) 43 ※ 

軽微な損傷 (箇所) 147 ※ 

鉄道 不通区間 (駅間数) － － 

港湾・漁港 被害岸壁・物揚場 (箇所) 24 ※ 

生活支障 

避難者 避難者数(1～3日後 (人) 4,817 3,972 

疎開者 疎開者数(1～3日後 (人) 2,594 2,139 

帰宅困難者 帰宅困難者数 (人) 41,182 1,451 

食糧不足量 
食糧需要量 (食/日) 17,341 14,298 

粉ミルク需要量 (g/日) 6,337 5,225 

給水不足量 給水需要量(7日後) (ﾄﾝ) 35 34 

生活必需品不足量 

ほ乳瓶 (個) 113 93 

生理用品 (個) 6,753 5,568 

毛布 (枚) 9,634 7,944 

大人紙おむつ (個) 1,982 1,634 

子供紙おむつ (個) 3,664 3,021 

災害廃棄物 災害廃棄物発生量 (千ﾄﾝ) 128 92 

災害用トイレ 災害用トイレ需要 (基) 25 11 

エレベーター停止 停止台数 (基) 422 37 

孤立集落の発生 孤立集落発生数 (地区) － － 

経済被害 

直接経済被害 被害額 (億円) 804 

(※全県で 

のみ想定) 

半間接経済被害 被害額 (億円) 708 

間接経済被害 被害額 (億円) 504 

経済被害合計 被害額 (億円) 2,016 
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表2-5 （島根県西方沖合断層による地震：冬の夕方（18時）の想定） （平成30年3月） 

種別 被害項目 被害単位 
被害想定結果 

全県 大田市 

斜面・ため池 

危険性の高い急傾斜地 

危険度ランクA (箇所) 22 3 

危険度ランクB (箇所) 93 34 

危険度ランクC (箇所) 2,469 177 

危険性の高い地すべり地 

危険度ランクA (箇所) 76 16 

危険度ランクB (箇所) 179 19 

危険度ランクC (箇所) 366 17 

危険性の高いため池 

危険度ランクA (箇所) － － 

危険度ランクB (箇所) － － 

危険度ランクC (箇所) 194 7 

建物被害 

揺れによる建物被害 
全壊数 (棟) 2,631 260 

半壊数 (棟) 35,532 4,053 

液状化による建物被害 
全壊数 (棟) 696 37 

半壊数 (棟) 1,894 77 

急傾斜地崩壊による 

建物被害 

全壊数 (棟) 34 8 

半壊数 (棟) 80 19 

津波による建物被害 
全壊数 (棟) 768 1 

半壊数 (棟) 1,125 74 

被害合計 
全壊数 (棟) 4,129 306 

半壊数 (棟) 38,631 4,223 

地震火災 

出火件数 

全出火数 (件) 42 4 

炎上出火数 (件) 10 1 

延焼出火数 (件) 7 － 

焼失棟数 

6時間後 (棟) 1,815 5 

12時間後 (棟) 2,824 5 

18時間後 (棟) 3,309 5 

24時間後 (棟) 3,470 5 

人的被害 

建物倒壊による死傷者 
死者数 (人) 44 4 

負傷者数 (人) 1,616 148 

急傾斜地崩壊による 
死傷者 

死者数 (人) 1 0 

負傷者数 (人) 17 4 

屋内収容物転倒による 

死傷者 

死者数 (人) 3 0 

負傷者数 (人) 35 2 

ブロック塀転倒による 

死傷者 

死者数 (人) 1 0 

負傷者数 (人) 12 1 

津波による死者 死者数 (人) 358 9 

火災による死傷者 
死者数 (人) 93 0 

負傷者数 (人) 314 1 

人的被害合計 
死者数 (人) 374 14 

負傷者数 (人) 1,994 169 

 

 



- 12 - 
 

 

種別 被害項目 被害単位 
被害想定結果 

全県 大田市 

ライフ 

ライン 

上水道 

被害箇所数 (箇所) 1,063 65 

断水世帯数(1日後) (件) 54,623 5,208 

断水世帯率(1日後) (％) 22 38 

下水道 
被害延長 (km) 54 1 

影響人口 (人) 7,674 179 

通信 
被害本数 (本) 484 2 

不通回線 (件) 6,270 25 

電力 
被害本数 (本) 490 12 

停電件数 (件) 7,798 185 

エルピーガス 被害件数 (件) 14 － 

交通 

橋梁 

落橋・大被害 (箇所) － － 

大規模損傷 (箇所) － ※ 

中規模損傷 (箇所) 53 ※ 

軽微な損傷 (箇所) 228 ※ 

鉄道 不通区間 (駅間数) － － 

港湾・漁港 被害岸壁・物揚場 (箇所) 8 ※ 

生活支障 

避難者 避難者数(1～3日後 (人) 60,057 5,200 

疎開者 疎開者数(1～3日後 (人) 32,338 2,800 

帰宅困難者 帰宅困難者数 (人) 41,182 1,451 

食糧不足量 
食糧需要量 (食/日) 216,206 18,718 

粉ミルク需要量 (g/日) 79,007 6,840 

給水不足量 給水需要量(7日後) (ﾄﾝ) 430 38 

生活必需品不足量 

ほ乳瓶 (個) 1,411 122 

生理用品 (個) 84,190 7,289 

毛布 (枚) 120,114 10,399 

大人紙おむつ (個) 24,706 2,139 

子供紙おむつ (個) 45,679 3,955 

災害廃棄物 災害廃棄物発生量 (千ﾄﾝ) 2,252 141 

災害用トイレ 災害用トイレ需要 (基) 677 54 

エレベーター停止 停止台数 (基) 733 23 

孤立集落の発生 孤立集落発生数 (地区) － － 

経済被害 

直接経済被害 被害額 (億円) 8,905 

(※全県で 

のみ想定) 

半間接経済被害 被害額 (億円) 1,493 

間接経済被害 被害額 (億円) 3,466 

経済被害合計 被害額 (億円) 13,864 
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３．被害の傾向 

大田市周辺で大規模な地震が発生した場合、以下のような被害の傾向にありま

す。 

・多くの木造建築物が大きな被害を受け、冬期発生では、火災による焼失数も増

加します。 

・冬期発生では、多数の死傷者、り災世帯及び避難者が想定されます。 

・がけ崩壊等の危険度の高い箇所が多数分布しており、山間地域やがけ地付近で

は土砂災害による家屋被害が予想されます。 

・海域を震源とする地震の場合、津波による被害も想定されます。 

 

４．建築物の耐震化の現状 

（１）住 宅 

 耐震化率の推計にあたっては、総務省統計局の「住宅・土地統計調査」及び「大

田市固定資産概要調書」、「建築確認申請」、「建設リサイクル届」を参考にし

ます。また、耐震診断の市内実施状況に関する統計データがないため、県に準じ

基本的に国の推計を利用することとし、特に耐震性が劣るとされる昭和35年以前

の住宅については、全て耐震性に劣るものとして耐震化率を推計します。 

 平成20年度の耐震改修促進計画策定時、大田市内における住宅約14,400棟のう

ち、耐震性を有する住宅は約8,500棟でした。その後の新築・建替・解体等におけ

る令和5年度末の耐震化率は77％と推計されます。 

 

 表 2-6 大田市内住宅数                       （令和 5 年 3 月末現在推計） 

 住宅数 ① 

（単位：棟） 

 昭和55年以前 

 の住宅数 ② 

 昭和56年以降 

   の住宅数 ④ 

耐震性を有する 

住宅数 

⑥（③＋⑤） 

 耐震化率(％) 

  （⑥÷①） 

 耐震性有 ③  耐震性有 ⑤ 

 

13,170 

5,685 7,485  

10,123 

 

77％  2,638  7,485 

 

 今後、住宅の建替え等の動向がこのまま推移し、新築・建替・耐震改修等が進

むと仮定すると、令和12年度の耐震化率は82%になると推計されます。 

 

（２）特定既存耐震不適格建築物 

 特定既存耐震不適格建築物とは、耐震改修促進法第14条に規定されている「一

定規模以上の多数の者が利用する建築物、一定規模以上の危険物の貯蔵所・処理

場、通行を確保すべき道路沿いの建築物」で、建築基準法の耐震関係規定に適合

しない建築物です。 

 本計画では、耐震改修促進法を踏まえたうえで、特定既存耐震不適格建築物を

以下のように3分類に整理していきます。 
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表2-7 特定既存耐震不適格建築物一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(a) 多数の者が利用する建築物の耐震化の現状 

  「多数の者が利用する特定建築物(耐震改修促進法第 6 条第 1 号)」の対象と 

  なる用途毎の規模要件は下表のとおりです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＊政令：「建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成７年政令第 429 号)」 
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(ａ)多数の者が利用する 

特定既存耐震不適格建築物に該当する規模の建築物の現状 
 

表 2-8 多数の者が利用する建築物の耐震化の現状 

（公共建築物(表 2-10)＋民間建築物(表 2-12)） 
                             （令和 7 年 3 月）（単位：棟） 

  建築物数 

昭和 56

年 6 月 

以降の 

建築物 

昭和 56

年 5 月 

以前の 

建築物 

        

耐震化率 

耐震診

断の結

果、耐

震性 

あり 

耐震診

断の結

果、耐

震性 

なし 

  耐震診

断未実

施の 

建築物

数 

耐震改

修実施

済み 

多数の者が利用する建築物 

（特定既存耐震不適格建築物に該当 

する規模） 

136 92 44 21 22 17 1 96% 

 

災害時の拠点となる建築物 108 72 36 16 20 16 0 96% 

不特定多数の者が利用する建築物 6 5 1 0 0 0 1 83% 

特定多数の者が利用する建築物 22 15 7 5 2 1 0 95% 

耐震診断実施の建物数＝耐震性あり＋耐震性なし 

耐震診断未実施の建築物数＝昭和56年5月以前の建築物－耐震診断実施の建築物数 

 

 
表 2-9 多数の者が利用する建築物の耐震化の現状 

（表 2-8 の耐震化率算定表）    
（令和 7 年 3 月）（単位：棟） 

  

昭和 56

年 6 月 

以降の 

建築物 

① 

昭和 56 年 5 月 

以前の建築物 ② 建築物数 

  ④ 

（①+②） 

耐震性有 

建築物数 

⑤ 

（①+③） 

現状の耐

震化率

（％） 

（⑤/④） 
  うち 

耐震性有 

③   

多数の者が利用する建築物 

（特定既存耐震不適格建築物に該当する規模） 
93 

44 
137 131 96% 

  38 

 

災害時の拠点となる建築物 

県の出先機関、市役所、警察署、消防署、幼

稚園、小・中学校、高校、病院、診療所、 

老人ホーム、老人福祉センター、体育館等 

73 

36 

109 105 96% 
  32 

不特定多数の者が利用する建築物 

百貨店、飲食店、ホテル・旅館、映画館、 

遊技場、美術館、博物館、銀行等 

5 
1 

6 5 83% 
  0 

特定多数の者が利用する建築物 

賃貸住宅（共同住宅に限る）、寄宿舎、 

下宿、事務所、病院等 

15 

7 

22 21 95% 

  6 
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表 2-10 多数の者が利用する建築物の耐震化の現状（公共建築物） 

（大田市有建築物(表 2-11)及び国･県の所有建築物） 
（令和 7 年 3 月）（単位：棟） 

  建築物数 

昭和 56

年 6 月 

以降の

建築物 

昭和 56

年 5 月 

以前の

建築物 

  

耐震化率 

耐震診

断の結

果、耐

震性 

あり 

耐震診

断の結

果、耐

震性 

なし 

  耐震診

断未実

施の 

建築物

数 

耐震改

修実施

済み 

多数の者が利用する建築物 

（特定既存耐震不適格建築物に 

該当する規模） 

99 61 38 18 20 16 0 96% 

 

災害時の拠点となる建築物 90 54 36 16 20 16 0 96% 

不特定多数の者が利用する建築物 3 3 0 0 0 0 0 100% 

特定多数の者が利用する建築物 6 4 2 2 0 0 0 100% 

耐震診断実施の建物数＝耐震性あり＋耐震性なし 

耐震診断未実施の建築物数＝昭和56年5月以前の建築物－耐震診断実施の建築物数 

 

 
表 2-11 多数の者が利用する建築物の耐震化の現状（大田市有建築物） 

（令和 7 年 3 月）（単位：棟） 

  建築物数 

昭和 56

年 6 月 

以降の

建築物 

昭和 56

年 5 月 

以前の

建築物 

  

耐震化率 

耐震診

断の結

果、耐

震性 

あり 

耐震診

断の結

果、耐

震性 

なし 

  耐震診

断未実

施の 

建築物

数 

耐震改

修実施

済み 

多数の者が利用する建築物 

（特定既存耐震不適格建築物に 

該当する規模） 

75 50 25 8 17 13 0 95% 

 

災害時の拠点となる建築物 73 48 25 8 17 13 0 95% 

不特定多数の者が利用する建築物 0 0 0 0 0 0 0 - 

特定多数の者が利用する建築物 2 2 0 0 0 0 0 100% 

耐震診断実施の建物数＝耐震性あり＋耐震性なし 

耐震診断未実施の建築物数＝昭和56年5月以前の建築物－耐震診断実施の建築物数 

 



- 17 - 
 

 

表 2-12 多数の者が利用する建築物の耐震化の現状（民間建築物）  
（令和 7 年 3 月）（単位：棟） 

  建築物数 

昭和 56

年 6 月 

以降の

建築物 

昭和 56

年 5 月 

以前の

建築物 

  

耐震化率 

耐震診

断の結

果、耐

震性 

あり 

耐震診

断の結

果、耐

震性 

なし 

  耐震診

断未実

施の 

建築物

数 

耐震改

修実施 

済み 

多数の者が利用する建築物 

（特定既存耐震不適格建築物に 

該当する規模） 

37 31 6 3 2 1 1 95% 

 

災害時の拠点となる建築物 18 18 0 0 0 0 0 100% 

不特定多数の者が利用する建築物 3 2 1 0 0 0 1 67% 

特定多数の者が利用する建築物 16 11 5 3 2 1 0 94% 

耐震診断実施の建物数＝耐震性あり＋耐震性なし 

耐震診断未実施の建築物数＝昭和56年5月以前の建築物－耐震診断実施の建築物数 
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危険物の種類 危険物の数量

①　火薬類（法律で規定）

　イ　火薬  10ｔ

　ロ　爆薬  5ｔ

　ハ　工業雷管及び電気雷管  50万個

　ニ　銃用雷管  500万個

　ホ　信号雷管  50万個

　ヘ　実包  5万個

　ト　空砲  5万個

　チ　信管及び火管  5万個

　リ　導爆線  500ｋｍ

　ヌ　導火線  500ｋｍ

　ル　電気導火線  5万個

　ヲ　信号炎管及び信号火箭  2ｔ

　ワ　煙火  2ｔ

　カ　その他の火薬を使用した火工品  10ｔ

　　　その他の爆薬を使用した火工品  5ｔ

②　消防法第2条第7項に規定する危険物

③　危険物の規制に関する政令別表第4備考第6号に規定する  可燃性固体類30ｔ

　　可燃性固体類及び道標備考第8号に規定する可燃性液体類  可燃性液体類20ｍ
3

④　マッチ  300マッチトン　（※）

⑤　可燃性のガス（⑦及び⑧を除く。）  2万ｍ
3

⑥　圧縮ガス  20万ｍ
3

⑦　液化ガス  2,000ｔ

⑧　毒物及び劇物取締法第2条第1項に規定する毒物又は  毒物20ｔ

　　同条第2項に規定する劇物（液体又は気体のものに限る。）  劇物200ｔ

 危険物の規制に関する政令別表第三の指定数
量の欄に定める数量の10倍の数量

（※）マッチトンはマッチの計量単位。1マッチトンは、並型マッチ（56×36×17㎜）で7,200個、約120kg

 

(ｂ)危険物関係建築物の耐震化の現状 

 危険物の貯蔵場または処理場の用途に供する建築物で、以下の要件に該当する

建築物が、大田市内には6棟あり、そのうち昭和56年6月以降着工された建物は3

棟、昭和56年5月以前に着工された建物が3棟あります。 

 

 （危険物の貯蔵場等の用途に供する特定建築物の要件） 

 以下の表の数量以上の危険物の貯蔵場または処理場の用途に供する建築物です。 
                 

表 2-13 政令で定める危険物の種類と数量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 通行を確保すべき道路沿いの建築物 

 「通行を確保すべき道路沿いの建築物」とは、地震によって倒壊した場合にお

いて、その敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とする

おそれがある建築物（通行障害既存耐震不適格建築物）のことで、図2-2に示すと

おり、前面道路幅員によって該当基準が変わります。 
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 県が「島根県緊急輸送道路※8ネットワーク計画 (平成25年6月)」に定める緊

急輸送道路のうち、その沿道建築物の状況を調査した結果、昭和56年5月以前に着

工された建築物で、道路を閉塞させるおそれのある建築物が大田市内に5棟あり、

そのうち1棟は解体済みです。（表4-3） 

 

５．建築物の耐震化の目標設定 

（１）住宅について 

 耐震改修促進法に基づき、平成18年の国の基本方針では、住宅及び多数の者が

利用する建築物の耐震化率を平成15年の75％を平成27年度までに90％とする目標

が定められました。そして、令和7年7月に改正された国の基本方針において、住

宅については令和17年までに「耐震性が不十分なものをほぼ解消する」との目標

が示されました。 

 島根県では、令和5年の住宅の耐震化率が、全国の90％に対し81％であるため、

令和12年に85％まで引き上げる目標とされています。 

大田市における耐震化率については、現状の77％を、島根県の目標値と同水準

の85％まで引き上げることを目標とし、耐震化を推進していきます。 

 

（２）特定既存耐震不適格建築物について 

多数の者が利用する建築物の耐震化率については、大田市内の現状が96％であ

ることから、耐震性が不十分なものをほぼ解消することを目標とします。 

 

※通行障害既存耐震不適格建築物とは、下図に該当する旧耐震基準で建てられた建築物をいいます。 

図2-2 通行を確保すべき道路を閉塞させるおそれのある住宅・建築物 
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６．市有建築物の耐震化の現状について 

（１）耐震化の現状（特定既存耐震不適格建築物の規模に満たないもの）  
 

表 2-14                         （令和 7 年 3 月）（単位：棟） 

分類 用途 種別 

建築物 

総数 

① 

新耐震基

準により

建築され

た建築物 

② 

旧耐震基準により建築

された建築物 ③ 

耐震性を

有する建

築物⑤ 

(②+④） 

耐震化率 

(⑤/①） 

  

このうち耐震

診断等により、 

耐震性を有す

ると確認され

た建築物 ④ 

（ア） 

災害時の 

拠点とな

る建築物 

庁舎、病院、診療所、

幼稚園、小・中学校

（屋体含む）、福祉

施設、体育館等 

特定既存耐震

不適格建築物

の規模に満た

ないもの 

20 11 9 2 13 65% 

（イ） 

不特定多

数の者が

利用する

建築物 

展示場、図書館、飲

食店、ホテル・旅館、

集会所、公民館等 

特定既存耐震

不適格建築物

の規模に満た

ないもの 

66 52 14 5 57 86% 

（ウ） 

特定多数

の者が利

用する建

築物 

寄宿舎、市営住宅、

教職員住宅等 

特定既存耐震

不適格建築物

の規模に満た

ないもの 

112 64 48 35 99 88% 

その他の建築物 

特定既存耐震

不適格建築物

の規模に満た

ないもの 

13 12 1 0 11 85% 

市有建築物 合計 211 139 72 42 180 85% 

※市所有の建築物の内、文化財、消防詰所・車庫類、自動車車庫、倉庫類、公衆便所、公園等の管理棟・東屋

などに該当する建築物及び、現在使われていない建築物は除いています。 
※耐震性を有する建築物とは、新耐震基準によるもの、耐震診断で耐震性有りと判断されたもの、耐震改修実

施済みのものです。耐震診断未実施の建物については、今後、耐震診断未実施の建築物については、耐震

診断により耐震性の有無を確認していく必要があります。 

 

市有建築物のうち特定既存耐震不適格建築物の規模に満たない建築物は211棟

あります。 

内訳は、新耐震基準により建築された建築物は139棟、旧耐震基準により建築さ

れた建築物は72棟あり、そのうち耐震診断の結果と耐震改修工事を実施して、耐

震性を有していると確認されたものは42棟でした。市有建築物のうち、特定既存

耐震不適格建築物の規模に満たない建築物で、耐震性を有していると判断される

建築物は180棟で、耐震化率は85%となります。これらの中には、地震時を除いた

避難所等になっているものもあります。 
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（２）耐震化の進め方 

 耐震改修促進法では、大規模地震時に人的および経済的に多大な被害が発生す

ると想定される一定規模以上の建築物を、耐震化を図るべき建築物とし、国の基

本方針で耐震化率の目標が掲げられています。 

 市有の特定既存耐震不適格建築物の規模に満たないものでも大規模地震時に重

要な役割を果たす建築物があり、それらについては、関係部局と連携して耐震化

を進めていくこととします。 
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第３章 建築物の耐震化目標を達成するための施策 

 

１．基本的な取り組み方針 

 地震による建築物の倒壊は、その建築物を使用する者に対して大きな被害を引

き起こします。また、個々の建築物の耐震化が進んでも、周辺の建築物の耐震化

が遅れれば、地震の発生時にその地域全体が被災してしまう可能性もあります。

建築物の耐震化を促進するためには、まず、建築物の所有者等が、地域防災対策

を自らの問題、地域の問題として意識して取り組むことが不可欠です。市は、こ

うした所有者等の取組みをできる限り支援する観点から、所有者等にとって耐震

診断及び耐震改修を行いやすい環境の整備や負担軽減のための必要な施策を講じ

ていくことを基本方針とします。 

 

２．耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策 

 

（１）耐震化の必要性に係る普及・啓発 

市民に対して、建築物の耐震診断および耐震改修の必要性等についての普

及・啓発を行うと共に、市民が安心して耐震診断・改修設計及び耐震改修を依

頼できるように、耐震診断や耐震改修に係る相談に応じる窓口の設置を引き続

き行います。 

 

（２）パッケージ支援（総合支援メニュー）による耐震化の促進 

 従来実施していた補強設計、耐震改修、除却それぞれに対する個別支援の補

助制度に加え、耐震改修設計、耐震改修・建替まで総合的に実施する事業に対

するパッケージ支援（総合支援メニュー）の補助制度を追加し、住宅耐震化の

促進を図ります。 

 

３．優先的に耐震化に着手すべき建築物 

 次の建築物について優先的に耐震化を図ります。 

１．要安全確認計画記載建築物（防災拠点、避難所及び緊急輸送道路沿道建築

物）。 

２．避難所となる学校・体育館・集会所などの施設。  

３．不特定多数の人が利用する店舗・ホテル・集会場などの施設。  

４. 昭和56年5月以前に着工された住宅。 

   

４．地震発生時に通行を確保すべき建築物 

 島根県建築物耐震改修促進計画おいて、緊急輸送道路ネットワーク計画に定め

られた避難路沿道で、法第7条柱書及び同条第2号の規定により、「要安全確認計

画記載建築物」として耐震診断結果の報告が義務化された通行障害既存耐震不適

格建築物について、市は耐震診断の実施に要する補助金制度を創設します。 
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５．地震時の総合的な安全対策 

（１）ブロック塀の安全対策 

  ブロック塀については、地震時に通行人に被害を与えるだけでなく、避難や

救助活動の妨げにもなり、建築物と同様、ブロック塀の安全対策が重要である

ため、自治会等を通じての安全対策について周知するとともに、自治会活動を

通して危険箇所を防災マップに表示するなど自治会レベルの被害防止対策を促

進させます。 

また、島根県西部地震において被災したブロック塀もあることから、ブロッ

ク塀等の倒壊又は転倒による災害を防止し、避難路の通行者の安全を確保する

ため、除却又は建替えに対して支援を行う「ブロック塀等安全確保事業補助金

」を創設します。 

安全対策が特に必要であり、優先的に取り組むべき経路として市内の小学校

が定める通学路を避難路とします。 

  
（２）ガラス・天井の落下防止対策 

窓ガラスについては、建築基準に適合しない窓ガラスを有する建築物の所有

者・管理者に対して耐震診断及び耐震改修時に改善指導を行います。 

天井についても、建築基準法施行令第39条第3項及び平成25年国土交通省告示

第771号（特定天井及び特定天井の構造耐力上安全な構造を定める件）に該当す

る特定天井を対象に、当該告示への適合が求められていることから、必要な指

導を行います。 

 
（３）住宅の家具転倒防止対策 

地震による住宅内の死亡・負傷事故を防止するためには、安全な室内空間づ

くりを行う必要があります。このため、耐震診断・耐震改修の啓発にあわせ、

家具・家電製品等の家財が凶器とならないよう、転倒・移動防止対策や配置方

法等について必要な情報提供を行います。 

 
（４）地区ごとの地震防災・避難計画の策定 

市街地の整備には長い年数を要することから、地域又は集落ごとに地震防

災・避難計画を策定し、不慮の地震災害に備えておく必要があります。これは、

自治会で作成する身近な地震防災マップを基に策定するものであり、市や自主

防災組織及び自治会が協議して、消火・救助・避難活動及び危険箇所の改善等

に関する方策を定め、自治会での防災訓練等に活用します。 
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（５）後退ルールに基づく狭あい道路の拡幅整備 

都市計画区域内にある狭あい道路が改善されないのは、建築基準法第42条第2

項の救済規定を受けた道路沿いの建築物等が適法に後退していないことが大き

な要因となっています。 

このため、密集市街地のうち狭あい道路のある地域においては、住宅敷地の

所有者に市の補助金制度を活用してもらい、狭あい道路の拡幅につながるよう

にしていきます。 

 
６．地震発生後の応急支援体制  

 地震により被災した建築物は、その後の余震等により倒壊ならびに瓦や外壁

など建築物の部材等が落下する危険性があり、人命に係わる二次的被害※9が発

生することがあります。 

  このため、被災建築物の状況から建築物の危険度を判定し、建築物の使用者

等への注意喚起を目的に、｢危険(赤)｣｢要注意(黄)｣｢調査済(緑)」の判定内容を

示すステッカーを貼付する被災建築物の応急危険度判定を実施することが、地

震発生直後の応急対策として大変重要となります。 

  市は、「大田市地域防災計画」に基づく判定実施本部等の設置、県に対する

応急危険度判定士の派遣要請及びその受入に必要な体制の整備に努めます。ま

た、危険度判定の対象が多い場合に備え、建築関係団体との協力体制の確立に

努めます。 

 

７．地震に伴う土砂災害等による建築物の被害軽減 

  地震等に伴う土砂災害は、建築物の耐震性の有無に拘わらず、家屋被害やそ

れに伴う人的被害が予想されるため、その危険性、また被害軽減のための対応

策等の情報提供をすることにより、住民の意識啓発に努めます。 
 

８．地震保険等への加入促進 

  地震により家屋が倒壊した被災者は自力で住宅の復旧を行わざるを得なく、

被災地域の復旧が円滑に進まない恐れもあることから、市広報及びホームペー

ジ掲載等により、民間損害保険会社の地震保険又は火災に加え地震被害も補償

する建物更生共済（建更）等の加入促進に向けた情報提供に努めます。 
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第４章 その他耐震化を促進するための取り組み 

 

１．防災マップの作成・活用 

  地域の防災性を高め、災害に強いまちづくりを推進するためには、市民の一

人ひとりが自分の住んでいる地域の危険度について正しく理解し、日頃から災

害への備えと十分な対策を講じておくことが重要です。 

  平成27年度に市内の全戸に配布した「大田市防災ハザードマップ」とホーム

ページで公表されている「想定される大規模地震による危険性の程度等を記載

した地図（地震防災マップ）」を活用し、市の防災部局と連携を取り、市民の防

災意識の啓発を図っていきます。 

 

２．パンフレット等の活用 

  地震防災に関する意識啓発と知識普及を図り、耐震診断及び耐震改修につな

げていくため、国、県、日本建築防災協会作成のパンフレットを活用すると共

に、市独自の事業については広報に掲載する等、市民への周知を図ります。ま

た、市のホームページに、耐震化に役立つ情報や事例を掲載する団体等のホー

ムページヘリンクを貼るなどの方法により、より多くの情報を市民に提供しま

す。 

 

３．リフォームにあわせた耐震改修の誘導 

  耐震改修は、建築物の構造部材の補強のために内装工事を伴うことが多く、

リフォーム工事や増改築工事の機会に同時に耐震改修工事を実施することによ

り、それぞれの工事を別々に行うよりも効率的で費用も安く済みます。 

  このため、リフォーム等を検討している建築主や事業者等に対して、建築関

係団体と連携し、この機を捉えた耐震改修の利点や耐震改修の重要性を周知・

啓発し、耐震化の促進に努めます。 

 

４．地域住民や関係機関との連携 

（１）地域住民との連携 

  地震防災対策の基本は、「自らの命は自ら守る」自助と「自らの地域は皆で

守る」共助であり、地域が連携して地震対策を講ずることが重要です。そのた

め、市は自治会等の自主防災活動の支援に努め、地域住民自らが行動できるよ

う意識啓発を図っていきます。 
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（２）建築関係団体との連携 

  建築物の現状調査や耐震診断の実施、耐震補強などを円滑に実施するために

は、必要な人材の育成や建築物の耐震化に係る技術や知識の獲得など、建築士

や建設業等の建築関係団体が主体的な役割を果たすことが極めて重要となりま

す。 
このため、それぞれの団体の役割分担や活動内容を調整し、相互に連携協力

して諸事業に取り組むことができるよう、情報提供や普及啓発を図っていきま

す。 
 

５．防災教育の普及促進 

  学校においては、子どもの頃から災害時に対応できる力を身につけるととも

に、平素から備えの重要性を学ぶことが必要です。学校ごとに、教師に対する

防災教育、防災計画に定める遵守事項、児童生徒に対する防災教育及び指導方

法、災害時における任務及び責任等について年度計画が作成されています。そ

の計画に基づき、学校と連携を図りながら防災教育の普及促進に努めます。 

 

６．要安全確認計画記載建築物への措置 

（１）耐震診断の義務付け 

島根県は、「島根県建築物耐震改修促進計画（平成29年3月）」で大規模な地

震の発生により建築物が倒壊した場合に被災者救援・救護活動、消火活動等の

災害応急対策に重大な支障をきたすことがないよう、法第5条第3項第1号に基づ

く「公益上必要な特定既存耐震不適格建築物」と法第5条第3項第2号に基づく道

路を指定して、その道路沿いにある「通行障害既存耐震不適格建築物」を「要

安全確認計画記載建築物」として指定し、対象建築物の耐震診断結果の報告を

義務付けました。 

本計画では、「島根県建築物耐震改修促進計画（平成29年3月）」を基に公益

上必要な特定既存耐震不適格建築物と通行障害既存耐震不適格建築物について、

次のとおり措置を行うこととします。 

 
（２）公益上必要な特定既存耐震不適格建築物について 

法第5条第3項第1号に基づき、大規模な地震が発生した場合において、その利

用を確保することが公益上必要な建築物で耐震基準を満たさないとして次のと

おり指定されたものについて、対応していきます。 

 

表 4-1 公益上必要な特定既存耐震不適格建築物一覧表 

所有者 災害時の用途 施設名称 所在地 

大田市 防災拠点 
大田市役所本庁舎 大田町大田ロ 1111 

大田市役所仁摩支所 仁摩町仁万 562-3 

※ 指定時点において、耐震診断・耐震改修の実施等により「地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊

する危険性が低い。」とされている建築物や今後、新築・改築又は改修により耐震性能が確保されること

が確実なものは除外している。 
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（３）通行障害既存耐震不適格建築物の指定 

 法第5条第3項第2号に基づく耐震診断の結果が義務付けとなる道路及びその道

路沿いにある通行障害既存耐震不適格建築物は次のとおり指定されており、1件は

解体済みで、4件について耐震診断を終えています。 

表 4-2 耐震診断の結果が義務付けとなる道路一覧表 

道路種別 路線名 区間 

一般国道 国道 9 号 出雲市境～江津市境 

一般国道 山陰道（国道 9 号 多伎朝山道路） 全線 

一般国道 山陰道（国道 9 号 朝山大田道路） 全線 

一般国道 山陰道（国道 9 号 大田静間道路） 全線 

一般国道 山陰道（国道 9 号 静間仁摩道路） 全線 

一般国道 山陰道（国道 9 号 仁摩温泉津道路） 全線 

一般国道 国道 375 号 国道 9 号交点～美郷町境 

主要地方道 県道 46 号（大田桜江線） 国道 375 号交点～大田市立病院 

 
 
表 4-3 通行障害既存耐震不適格建築物一覧表 

路線名 所在地 件数 

国道 9 号 朝山町地内 解体済み 

国道 9 号 温泉津町地内 1 件 

国道 375 号 大田町地内 2 件 

国道 375 号 川合町地内 1 件 

 合計 4 件 
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【参考資料】 

 

参考資料１   用語解説 

 

 参考資料２   緊急輸送道路 

 

 参考資料２－１ 緊急輸送道路網図 
（島根県全域 令和 7 年 8 月時点） 

 

 参考資料２－２ 緊急輸送道路網図 
（県央県土整備事務所大田事業所管内 令和 7 年 8 月時点） 
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参考資料１ 用語解説 

 
【新耐震基準】（P1 ※1） 

  昭和53年の宮城県沖地震後、従来の耐震基準が抜本的に見直され、昭和56年6

月1日に施行された耐震基準で、それまでの基準と区別するために「新耐震基準」

と呼んでいます。 

  新耐震基準では、中程度（震度5程度）の地震においては建築物が壊れないよ

うにすること、強い地震（震度6程度）の地震においては建築物の倒壊を防いで

中にいる人の安全を確保することを目的としています。 

 

【中央防災会議】（P1 ※2） 

  内閣の重要政策に関する会議の一つとして、内閣総理大臣をはじめとする全

閣僚、指定公共機関の代表者及び学識経験者により構成されており、防災基本

計画の作成や、防災に関する重要項目の審議等を行っています。 

 

【東海地震】（P1 ※3） 

  駿河湾内に位置する駿河トラフで周期的に発生する海溝型地震のことで、マ

グニチュード8規模の地震が発生して神奈川県から愛知県にかけての広い範囲

で強い揺れが起こり、津波による大きな被害も起こることが想定されています。 

 

【東南海・南海地震】（P1 ※4） 

 プレート境界型地震であり、歴史的に見て100～150年程度の間隔でマグニチ

ュード8規模の地震が発生しています。最近では昭和19年及び21年に発生してい

ることから、今世紀前半にも極めて大規模な地震・津波被害が発生する恐れが

あるとされています。 

 

【耐震診断】（P2 ※5） 

  地震等の揺れによる建物の被害の大きさや安全性を調査した上で、専門的な

構造計算によりそれを数値化して判断することです。建物の形状や躯体の粘り

強さ、老朽化の程度、ひび割れ・変形等による損傷具合等を総合的に勘案して

判断されます。 

 

【耐震改修】（P2 ※6） 

  地震に対する安全性の向上を目的として、増築・改築・修繕若しくは模様替

え、又は、敷地の整備等を行って耐震性を強化する補強工事のことです。一般

的には、柱・梁・壁・床等を補強して強度を増加させるか、又は、建物のねば

り強さを増加させる等の方法で建築物の耐震性能の向上を図ります。 
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【耐震化率】（P2 ※7） 

 「全ての建築物」に対する「耐震性ありの建築物」の割合をいう。 

 
 
 
 
 
 
 
 
【緊急輸送道路】（P19 ※8） 

  災害発生時における被災者の避難及び被災者の生活を確保する物資運送等の

ために利用する路線として指定する道路のことです。 

 （参考資料2） 

 

【二次的被害】（P24 ※9） 

  大地震の発生で直接受ける被害でなく、大地震のよる被害に起因して発生す

る災害のことです。建築物に係る二次的災害としては、余震による家屋・ブロ

ック塀等の倒壊や瓦・外壁の落下、窓ガラスの飛散、家具転倒、エレベータの

閉じ込め等があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全ての建築物

耐震性ありの建築物
耐震化率＝  

耐震性あり：・Ｓ56.6以降の建築物 

・Ｓ56.5以前の建築物で耐震性が確認されたもの 

・耐震改修済みの建築物 
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参考資料２ 緊急輸送道路 
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参考資料２－１ 緊急輸送道路網図（島根県全域 令和 7 年 8 月時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 33 - 
 

 

参考資料２－２ 緊急輸送道路網図（県央県土整備事務所大田事業所管内 令和7年8月時点

） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


